
  

        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

令和３年度の最低賃金の改定と賃金引上げに向けた支援策 

◆過去最大の全国一律 28 円引上げ 

10 月１日から、地域別最低賃金額（時給）が改定、順次適用されます。今年度の最低賃金は、全国加重平均が昨年よ

り 28 円増え 930 円（前年同期比 3.1％増）となり、過去最大の引上げ幅となりました。 

昨年度の中央最低賃金審議会の答申では、新型コロナウイルスの影響により「現行水準を維持することが適当」とし、

引上げの目安額が示されませんでしたが、今年度は政府が目標として掲げている「年３％の引上げ、早期に加重平均

1,000 円」を考慮し、全国一律 28 円の引上げの目安を公表しました。 

 

鶴留社会保険労務士事務所 

社会保険労務士 鶴留 舞 

〒820-0067 飯塚市川津 693-47-1F 

TEL：０９４８－２８－２４４４ 

FAX：０９４８－２８－２４４８ 

 

 

 

◆全国の最低賃金の状況は？ 

 地域別の最低賃金額では、最高額は東京都の 1,041 円、最低額は高知県と沖縄県の 820 円で、その金額差は 221 円

と、昨年と変わりませんでした。しかし、目安額の 28 円に４円上積みし 32 円引き上げた島根県（824 円）のほか、

６県が目安額以上を上積みしたため、割合でみると地域間の賃金格差は縮まったことになります。また、今年度初めて、

全国で 800 円を超えました。 

◆最低賃金引上げに向けた支援策 

 厚生労働省は経済産業省と連携し、コロナ禍における最低賃金の引上げにより影響を受ける中小企業や小規模事業者に

対し、以下の賃金引上げに向けた生産性向上等の支援を実施しています。 

○雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金 

業況特例等の対象となる中小企業が事業場内で最も低い時間給を一定以上引き上げる場合、令和３年 10 月から 12 月

までの３か月間の休業については、休業規模要件（１／40 以上）を問わず支給 

○業務改善助成金 

生産性向上のための設備投資などを行い、事業場内で最も低い賃金を一定額以上引き上げた中小企業・小規模事業者に

対して、その設備投資などにかかった経費の一部を助成 

・働き方改革推進支援助成金 

 生産性を高めながら労働時間の短縮等に取り組む中小企業・小規模事業者や、傘下企業を支援する事業主団体に対して

助成 

その他、厚生労働省のホームページから「生産性向上のヒント集」「中小企業・小規模事業者への支援施策紹介マニュ

アル」をダウンロードすることができます。 

【厚生労働省「令和３年度地域別最低賃金改定状況」】 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/ 

【厚生労働省「最低賃金引上げに向けた中小企業・小規模事業者への支援事業」】 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/ind

ex.html 

 

令和 3 年 10 月 1 日より 
福岡県は 870 円  



 

 

 

 

 

 

 

  

 

◆「小学校休業等対応助成金・支援金」制度の対象 

【支給対象者】 

・子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、有

給（賃金全額支給）の休暇（労働基準法上の年次有給休暇を除く。）を

取得させた事業主 

・子どもの世話を行うことが必要となった保護者であって、委託を受けて

個人で仕事をする者 

【対象となる子ども】 

① 新型コロナウイルス感染症への対応として、ガイドライン等に基づ

き、臨時休業等をした小学校等（＊）に通う子ども 

＊小学校等：小学校、義務教育学校の前期課程、特別支援学校、放課後

児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園等 

② 下記ⅰ）～ⅲ）のいずれかに該当し、小学校等を休むことが必要な子

ども 

ⅰ）新型コロナウイルスに感染した子ども 

ⅱ）風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある子ども 

ⅲ）医療的ケアが日常的に必要な子どもまたは新型コロナウイルスに感

染した場合に重症化するリスクの高い基礎疾患等を有する子ども 

 

【対象となる休暇期間】 

令和３年８月１日以降 12 月 31 日ま

でに取得した休暇 

＊令和３年７月 31 日までに取得した

休暇については、「両立支援等助成金 

育児休業等支援コース 新型コロナウイ

ルス感染症対応特例」の対象。 

 

◆労働者からの申請 

事業主が休業させたとする扱いに同意

することを条件に、労働者が直接申請す

ることも可能となる予定です（令和２年

度と同じ）。 

【厚生労働省「小学校休業等に伴う保護

者の休暇取得支援について」】 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpa

ge_20912.html 

 

 感染症対策においてワクチン接種が進んではいるものの、未だ感染拡大の勢いは止まらず、最近では若年層（10 代）に

おけるクラスター発生も耳にするようになってきました。そのような傾向もあり、令和２年度に実施されていた「小学校

休業等対応助成金・支援金」制度が再開される予定です。 

健康保険の被保険者証 保険者から被保険者に直接交付可能に 

◆教育訓練費用を支出した企業は 49.7％ 

厚生労働省がまとめた令和２年度「能力開発基本調査」

（令和２年 12 月１日時点の状況についての調査）の結果

によれば、企業の教育訓練への費用の支出状況をみると、

ＯＦＦ－ＪＴまた は自己 啓発支援に支出した 企業 は

49.7%で、令和元年度調査（以下 「前回」という）の

57.5％と比べて減少しています。計画的なＯＪＴについ

て、正社員に対して実施した事業所は 56.5％（前回

64.3％）、正社員以外に対して実施した事業所は 22.3％

（前回 26.5％）となっており、こちらも前回同様減少し

ています。 

コロナ下において、企業の様々な活動に影響が出ている

ところですが、社員の教育訓練に関する分野にも影響を与

えていることが予想できます。 

◆能力開発や人材育成に関して問題があるとする企業

が７割以上 

能力開発や人材育成に関して何らかの問題があるとす

る事業所は 74.9％で、前回と比べてやや減少している

ものの、多くの企業では、人材育成に関する問題があ

ると考えていることがうかがえます。問題点の内訳

は、「指導する人材が不足している」（54.9％）が最

も高く、「人材育成を行う時間がない」（49.4％）、

「人材を育成しても辞めてしまう」（42.6％）と続い

ています。 

◆コロナ下でオンライン研修などの取組みも進んでいる 

株式会社パーソル総合研究所が実施した、企業におけるオンライン集合研

修の実態に関する調査によれば、オンライン集合研修を増やした企業の割合

は 75％にも上ったそうです。対面での実施が難しい中、これまでと異なる

手法で教育訓練を実施した企業も多かったのではないでしょうか。 

◆今後求められる企業の能力開発への取組み 

日本では、ＧＤＰに占める企業の能力開発費の割合が、他の先進国と比べ

ても低いといわれており、米企業と比べると 20 分の１ほどしかないそうで

す（2018 年「労働経済白書」）。このような実態を国も問題視してお

り、2021 年６月に政府が提示した骨太の方針でも、「リカレント教育等

人材育成の抜本強化」が掲げられています。今後、国を挙げた取組みが進む

とともに、労働者側でもキャリア形成に関する意識が高まってくることが予

想されます。 

このような動きは、企業としても人材確保の観点から無視できないところ

です。今後は、自社の生き残りのためにも、新入社員のみならず、中堅社員

等までも対象にした能力開発に係る新たな取組みを模索していく必要がある

でしょう。 

 

【厚生労働省「令和２年度「能力開発基本調査」の結果】ニュースリリース 

https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/newpage_19368.html 

 

【パーソル総合研究所「オンライン研修の実態に関する調査結果」】ニュー

スリリース 

https://rc.persol-group.co.jp/news/202107051000.html 

「小学校休業等対応助成金・支援金」が再開されます 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

◆オンラインハローワーク紹介とは 

ハローワークが求職者と求人

者の適合性を判断した、マッチ

ングしそうな求人の紹介を受け

られるようになります。 

ハローワークが送った求人に

求職者が応募すると、求人者マ

イページに応募通知が届きま

す。そして、応募者の応募書類

や志望動機等の確認、メッセー

ジ機能を使った選考を行うこと

ができます。選考結果の通知や

管理もできるので、電話や FAX

等による連絡事務が不要にな

り、応募書類の管理や採否入力

の効率化を図ることができるよ

うになります。 

◆オンライン自主応募とは 

ハローワークインターネットサービスに掲載されている求人に対し

て、求職者が求人者マイページを通じて直接応募できるようになります

（この応募者は、上記のようにハローワークによる求職者と求人の適性

の確認を経ていないため、募集要件に合致しない方が応募する場合があ

ります）。また、オンライン自主応募での採用は、ハローワーク等の職

業紹介を要件とする特定求職者雇用開発助成金等は対象とはならないと

されています。 

応募があると、求人者マイページに通知が届きますが、ハローワーク

からの連絡はありませんので、求人者マイページを定期的に確認する必

要があります。オンライン上で応募書類や志望動機等の確認、メッセー

ジ機能を使った選考を行うことができ、選考結果の通知や管理もできる

点は、オンラインハローワーク紹介と同様です。 

【厚生労働省「2021 年 9 月 21 日からハローワークインターネットサー

ビスの機能がより便利になります！」】 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_20400.html 

 

中小企業の後継者難倒産の８割は代表者の死亡・体調不良が原因 

◆９月 21 日より新機能追加 

 オンラインで求人や採用の手続きが進められるハローワークインターネットサービスに、次の新機能が追

加されます。 

○オンラインハローワーク紹介 

○オンライン自主応募 

東京商工リサーチが９月８日に公表した調査・分析結果によると、2021 年１月～８月の「後継者難」

による倒産は累計 236 件で、倒産全体（3,986 件）に占める構成比は 5.9％と前年同期の 4.4％を 1.5

ポイント上回り、調査を開始した 2013 年以降で最高を記録しました。 

◆「後継者難」倒産は中小企業が圧

倒的多数 

 産業別では、サービス業他が 51

件（前年同期比 10.8％増）で最

多。次いで、建設業 45 件（同

21.0％減）、製造業 42 件（同

5.0％増）でした。 

 また、資本金別では、1 千万円未

満（個人企業他を含む）が 126 件

と半数以上を占めた一方、1 億円以

上は 1 件でした。 

 負債額別では、1 億円未満が 163

件で約 7 割を占めましたが、１億円

以上５億円未満（54→63 件）、5

億円以上 10 億円未満（5→7 件）

は増加しており、小・零細企業だけ

でなく、次第に中堅規模でも事業承

継の問題が顕在化していることがわ

かりました。 
 

◆「後継者難」倒産の８割は代表者の死亡・体調不良が原因 

 「後継者難」倒産の 236 件のうち、代表者などの「死亡」は 128 件

（構成比 54.2％）と、１～８月累計で 2 年連続で 100 件を超えていま

す。次いで、「体調不良」が 67 件（同 28.3％）で、この２つの要因で

「後継者難」倒産の８割（構成比 82.6％）を占めました。多くの中小企業

では代表者が経営全般を担っており、代表者が不測の事態に直面すると、経

営が立ち行かなくなる状況に直結することを物語っています。 

 

 中小企業では経営者が長年、事業の前線に立ち、後継者育成は先送りされ

たままに経営者の高齢化が進んできたというケースも多いでしょう。今回の

調査・分析結果は、後継者問題の先送りが事業継続の最大のリスクであるこ

とをあらためて示すものといえます。 

【東京商工リサーチ「後継者難倒産、代表者の「死亡」と「体調不良」が

82.6％（2021 年 1-8 月）」】 

https://www.tsr-net.co.jp/news/analysis/20210908_03.html 

 

ハローワークの新しい求人サービス機能について 



  
 

 

 

 

 

  

  

10 月の税務と労務の手続［提出先・納付先］ 

◆11 日 

○ 源泉徴収税額・住民税特別徴収税額の納付［郵便局または銀行］ 

○ 雇用保険被保険者資格取得届の提出＜前月以降に採用した労働者がいる場合＞ 

［公共職業安定所］ 

 

◆11 月 1 日 

○ 個人の道府県民税・市町村民税の納付＜第３期分＞［郵便局または銀行］ 

○ 労働者死傷病報告の提出＜休業４日未満、７月～９月分＞［労働基準監督署］ 

○ 健保・厚年保険料の納付［郵便局または銀行］ 

○ 健康保険印紙受払等報告書の提出［年金事務所］ 

○ 労働保険料の納付＜延納第２期分＞［郵便局または銀行］ 

○ 労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告書の提出［公共職業安定所］ 

○ 外国人雇用状況の届出（雇用保険の被保険者でない場合）＜雇入れ・離職の翌月末日＞ 

［公共職業安定所］ 

 

 

 


